
 

意見書案第 １６ 号 

 

 

食料安全保障の強化に向けた次期基本計画及び酪肉近

の改訂を求める意見書 

 

上記意見書案を別紙のとおり提出いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年３月１４日提出 

 

 

 

 

提出者 長沼町議会議員  中 村 千 春 

賛成者    〃     萩   和 朗 

 

 

 

 

長沼町議会議長  平 井 儀 一  様 



 

食料安全保障の強化に向けた次期基本計画及び酪肉近

の改訂を求める意見書 

 

国内農業を巡っては、少子・高齢化に伴う農家戸数の著しい減少

や、耕作放棄地の増加、頻発する自然災害などによって農業生産基

盤が脆弱化しており、国民の命の源である食料の供給不安定化や食

料自給率の低下、地域経済の衰退を招くなど、我が国の食料安全保

障が脅かされています。 

こうした情勢を背景に、昨年の通常国会で「食料・農業・農村基

本法」が改正され、本年３月末までに改訂される基本計画において、

今後の施策の方向性を位置付けるとしており、２０２７年以降の水

田政策についても盛り込まれる見通しにあります。あわせて、酪農・

畜産の中長期的な指針となる「酪農及び肉用牛生産の近代化を図る

ための基本方針」（酪肉近）も基本計画と同様、年度内に改訂される

見込みです。 

とりわけ、基本計画及び酪肉近において、これまでは１０年間だ

った計画期間を５年間に短縮させ、農業の構造転換を集中的に推進

するとしています。また、基本計画においては、合理的な価格形成

についても位置付けるとしており、その実効性確保に向けて今通常

国会に関連法案も提出される予定です。 

このため、両計画においては、国内の農業生産の増大を基本に、

生産意欲が向上する目標の設定や農業所得の確保に資する施策の構

築など、現場に寄り添った農業政策が求められ、その実現に向けた

農業予算の増額が必要となっています。さらに、食料の価格につい

ても、農業者、食品産業、消費者など幅広い食料システムの関係者

の合意の下で、コスト上昇に見合った価格改定が行われる環境等が

求められています。 

ついては、次期基本計画及び酪肉近の改訂に当たっては、食料安

全保障を強化する観点に立ち、農業者の声を反映した施策が実現さ

れるよう下記事項を要望します。 



 

 

記 

 

１ 次期基本計画の改訂に当たっては、国内農業生産を増大するこ

とを基本とし、食料自給率の向上に資する目標設定や、国民の理

解醸成を踏まえた上での農業者が再生産可能な価格が形成される

環境整備（直接支払制度の構築）など、生産現場の意見に寄り添

った農政を推進するとともに、農業予算を大幅に拡充すること。 

  また、２０２７年以降の水田政策については、これまでの政策

との整合性や公平性を踏まえながら、生産現場の実情を十分配慮

すること。 

２ 酪肉近の改訂に当たっては、酪農・畜産農家の生産意欲が向上

する生産目標数量を設定し、目標の確実な達成に向けた生産基盤

強化策などの施策を盛り込み、生産者が将来の展望を持てるよう

にすること。 

また、中長期的な国産牛乳・乳製品の安定供給に向けて、今般

の需給緩和による影響を鑑み、今後は生産抑制・減産に頼らない

よう、国が責任を持って需給調整のための出口対策などを行うこ

と。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 
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